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地銀融資、「無保証」が過半
福邦銀や京都銀、伸び率⾼く 事業承継・起業に追い⾵

地⽅銀⾏で経営者に個⼈的な債務保証を求めない無保証融資が急増している。⾦融庁によると2023年4〜9⽉の地銀99⾏の新規融
資に占める無保証融資割合が、半年前（22年10⽉〜23年3⽉）より14ポイント⾼い54%となった。メガバンクなど⼤⼿⾏9⾏は4
ポイント⾼い76.5%だった。23年4⽉の⾦融庁の監督指針改正をきっかけに、個⼈保証に頼った融資慣⾏が⼤きく変わりつつあ
る。

経営者保証は会社が返済不能になった場合に経営者個⼈が私財を差し出して借⾦を返済する契約のこと。経営者の⼼理的なハード
ルが⾼く、事業承継や起業の妨げになっているとの指摘がある。

⾦融庁の調査によると、23年4〜9⽉は99地銀のうち96地銀で無保証融資の割合が半年前より上昇した。無保証融資⽐率の伸びが
最も⼤きかったのが福井県が地盤の福邦銀⾏で、25%から74%へ49ポイント上昇した。次いで京都銀⾏が39ポイント、琉球銀⾏
が38ポイント、⻑野県が地盤の⼋⼗⼆銀⾏が37ポイント、横浜銀⾏が35ポイント上昇した。
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福邦銀⾏は昨春から、経営者保証を求める案件を本部に申請し、申請後も必要かどうか⼀件⼀件精査するプロセスに変えた。従来
は経営者保証を求めない場合に本部に申請をしていた。担当者は「保証を求めない融資を進めるには従来以上に企業としっかりと
向き合うことが必要。企業との関係性で良い効果が出てきている」と話す。

京都銀⾏は「原則代表権を有する経営者1⼈を徴求する」としていた保証の取り扱いを「原則無保証にする」に変更した。⽀店⻑の
権限で無保証融資を決裁できるようにしたのも伸びの要因だ。現場経験が浅い⾏員でも⼀定のレベルで企業に説明できるように、
説明の助けとなる動画も作成した。

新規融資に占める無保証融資⽐率は東京スター銀⾏の96%が最も⾼い。次いで、地銀単独の融資（プロパー融資）で経営者保証を
廃⽌した北国銀⾏が87%。中⼩企業向け融資を専⾨とする東⽇本銀⾏が81%と⾼かった。

地銀で無保証融資⽐率が軒並み上昇したのは、23年4⽉の⾦融庁の監督指針改正で経営者保証を求める⼿続きが厳格になったことが
ある。経営者保証を求める場合は保証契約の必要性などを企業に具体的に説明することを義務付けた。説明した件数は⾦融庁にも
報告が必要となり、安易に経営者保証を付ける慣⾏を是正する狙いだ。

⾦融庁が経営者保証を付ける慣⾏の⾒直しを促すのは、事業承継や起業などによる経済の新陳代謝を促すためだ。経営者保証は経
営の規律につながる⼀⽅、事業に失敗すると経営者は⾃宅不動産や私財を失い、⽣活や再挑戦が難しくなる。事業承継などに⼆の
⾜を踏む要因といわれてきた。

経営者保証が外れても、貸出⾦利などの貸し出し条件には「直接的な影響は及んでいない」（⾦融庁）との指摘がある。もともと
銀⾏が経営者保証を求めるのは、全国銀⾏協会などのガイドラインで⽰される法⼈と個⼈の分離などの要件を満たしていない場合
に限られるはずだった。ところが、要件を満たしていても「慣習で当たり前のように（経営者保証を）付けていた」（関東地区地
銀）ケースが多かった。こうした保証を外したからといって、⾦利引き上げは求めにくいという。

今後の課題は、⽐較的リスクの⾼い先が対象となる信⽤保証付き融資での経営者保証の取り扱いだ。中⼩企業の4割が使う信⽤保証
制度では、融資の7割で経営者保証が使われている。銀⾏が信⽤保証付き融資を利⽤する場合に経営者保証を求めるかどうかはあら
かじめ信⽤保証協会が銀⾏に⽰している基準がベースで、付けざるを得ない⾯がある。

経済産業省は、中⼩企業などが経営者保証なしでも融資を受けられる信⽤保証制度を創設する。3⽉から受け付けを開始し、通常よ
りも⾼い保証料を⽀払うことで経営者保証が不要になる。制度開始から3年間は国の補助で保証料上乗せ分の負担を軽減する⽅針
で、利⽤が進むかが焦点となる。
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